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第四期山形県工賃向上計画 

 

１ 計画の概要 

 ⑴ 策定の趣旨 

   就労継続支援Ｂ型事業所（以下「事業所」という。）を利用する障がい者が地域で自

立した生活を送るためには、障がい者の工賃の水準が向上するよう支援していく必要が

ある。 

   このため、本県では、平成19年度に「山形県工賃倍増５か年計画」を作成して工賃向

上の取組みを開始し、その後平成24年度からは「山形県工賃向上計画」を３年ごとに作

成し、事業所の生産活動収支の改善と利用者に支払われる工賃水準の向上に継続的に取

り組んできた。 

   この結果、本県における平均工賃月額はこれまで全般的には上昇基調にある。途中、

平成28年度と29年度は２年連続で対前年減少となったものの、平成30年度から再度増加

に転じ、令和元年度の実績は11,828円となった。しかしながら、令和２年度の実績は、

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少のため、前年を下回る11,691円となっ

た。 

   また、令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、事業所における工賃向上の

取組みを一層促進するため、「平均工賃月額」に応じた報酬体系において高工賃を実現

する事業所を更に評価する仕組みが導入される一方で、「利用者の就労や生産活動等へ

の参加等」をもって一律に評価する報酬体系が新たに設定されるなど、制度の改正も行

われている。 

   このような状況を踏まえ、ここに「第四期山形県工賃向上計画」を策定し、引き続き

事業所の一層の工賃向上の実現に向けて取組みを強化する。 

 

 ⑵ 計画の位置づけ 

   この計画は、「第５次山形県障がい者計画」（令和元年８月策定）の施策の体系において、

「自立と社会参加の拡大」を構成する施策項目のうち「福祉的就労への支援」を推進す

るための具体的な計画として位置づける。 

 

 ⑶ 計画の対象 

   この計画は、県内の就労継続支援Ｂ型事業所を対象とする。なお、令和３年４月１日

現在の事業所数は150か所（定員3,166人）となっている。 

 

 ⑷ 計画の期間 

   この計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とする。 
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２ 工賃の現状と課題 

 ⑴ 本県の状況 

   本県の令和２年度の平均工賃月額は11,691円で、前年よりも137円の減少となり、順

位は変わらず全国第47位であった。平均工賃が下がった理由は、新型コロナウイルス感

染症の影響による売上減少によるものと考えられる。 

   なお、東北地方では、岩手県と宮城県は全国平均を上回っているが、本県を含めそれ

以外の県は全国平均を下回っている。 

   本県の平均工賃月額別の事業所数の割合を見ると、10,000円未満の事業所数は、平成

28年度には51.5％を占めていたが、令和２年度には38.7％に減少している。その一方、

10,000円以上15,000円未満の事業所数は29.5％から40.0％に、15,000円以上の事業所数

は18.9％から21.3％にそれぞれ増加しており、工賃向上に向けたこれまでの取組みの成

果が現れてきている。引き続き10,000円未満の事業所数を逓減させていくとともに、

15,000円以上の事業所数が一層増えるよう対策を強化する必要がある。 

 

  【山形県の平均工賃月額の推移】 

 H28 H29 H30 R1 R2 

事 業 所 数 132か所 135か所 139か所 147か所 150か所 

工 賃 支 払 
延 べ 人 数 

28,404人 32,404人 33,827人 35,705人 37,000人 

工賃支払総額 324,657,190円 356,955,903円 394,130,150円 422,326,805円 432,557,261円 

平均工賃月額 11,430円 11,016円 11,651円 11,828円 11,691円 

 

  【全国との比較】 

 H28 H29 H30 R1 R2 

平均工賃月額(山形県) a 11,430円 11,016円 11,651円 11,828円 11,691円 

平均工賃月額(全 国) b 15,295円 15,603円 16,118円 16,369円 15,776円 

全国平均との差   a-b ▲3,865円 ▲4,587円 ▲4,467円 ▲4,541円 ▲4,085円 

順   位 第46位 第47位 第47位 第47位 第47位 

 

  【東北各県との比較】 

 H28 H29 H30 R1 R2 

山 形 県 11,430円（46） 11,016円（47） 11,651円（47） 11,828円（47） 11,691円（47） 

青 森 県 13,369円（44） 13,559円（44） 14,136円（45） 15,172円（37） 12,265円（45） 

岩 手 県 18,808円（ 5） 18,982円（ 5） 19,363円（ 6） 19,420円（ 7） 19,253円（ 6） 

宮 城 県 18,695円（ 6） 17,862円（11） 17,490円（14） 17,477円（15） 17,247円（16） 

秋 田 県 14,965円（29） 15,169円（31） 14,869円（37） 15,402円（34） 15,484円（30） 

福 島 県 14,425円（35） 14,602円（34） 14,758円（38） 14,926円（41） 14,820円（35） 

全 国 平 均 15,295円 15,603円 16,118円 16,369円 15,776円 

   （ ）内は順位。 
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  【平均工賃月額別の事業所数の推移】 

平均工賃月額 
H28 H29 H30 R1 R2 

事業 
所数 

割合 
事業 
所数 

割合 
事業 
所数 

割合 
事業 
所数 

割合 
事業 
所数 

割合 

    ～ 4,999円 22 16.7% 18 13.3% 16 11.5% 14 9.5% 16 10.7% 

 5,000円～ 9,999円 46 34.8% 50 37.0% 46 33.1% 42 28.6% 42 28.0% 

10,000円～14,999円 39 29.5% 44 32.6% 48 34.5% 58 39.5% 60 40.0% 

15,000円～19,999円 17 12.9% 15 11.1% 18 12.9% 24 16.3% 24 16.0% 

20,000円～24,999円 6 4.5% 6 4.4% 7 5.0% 6 4.1% 3 2.0% 

25,000円～29,999円 2 1.5% 2 1.5% 2 1.4% 2 1.4% 2 1.3% 

30,000円～ 0 0.0% 0 0.0% 2 1.4% 1 0.7% 3 2.0% 

合  計 132 100% 135 100% 139 100% 147 100% 150 100% 

 

 ⑵ 事業所に対するアンケート調査結果 

   令和３年２月に本県の就労継続支援Ｂ型事業所（151事業所）を対象に、工賃向上に

取り組む上での課題等についてアンケート調査を実施した。その結果は以下のとおりで

ある。（回答事業所数：139事業所 回答率：92.1％） 

 

  ① 主な作業品目 

    事業所の主な作業品目は、「パン･菓子」、「組立･加工･縫製」、「その他受託」など、

あらかじめ販路（販売先）や発注元の確保が必要な作業が多い傾向にある。 

 ① パン･菓子  23 事業所 

 ② 組立･加工･縫製  14 事業所 

 ③ その他受託  17 事業所 

 

  ② 重要な課題・今後力を入れるべきこと（複数回答） 

    事業所としては、販路拡大や商品開発、営業力強化など、経営基盤・能力の強化を

重要な課題と捉え、力を入れるべきと考えている。 

 ① 商品の販路拡大  57.6％ 

 ② 商品の改良や新たな開発  48.2％ 

 ③ 営業・単価交渉の強化  32.4％ 

 

  ③ 事業所の工賃向上計画の実施状況 

    事業所が自ら作成した工賃向上計画について、約３割の事業所であまり実行できて

いない。そのため、工賃向上計画の実践に向けた支援が必要となっている。 

 ① 充分に実施できている   0.0％ 

 ② まあまあ実施できている  70.5％ 

 ③ あまり実施できていない  29.5％ 
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  ④ 事業所の工賃向上計画が実施できていない理由 

    計画が実施できていない理由として、利用者の作業能力上の制約や支援員の不足な

どが上位を占め、作業内容や実施方法の見直し・工夫が必要になっている。 

 ① 利用者ができる作業が限られている  22.3％ 

 ② 支援員の手が回らない  15.1％ 

 ③ 工賃向上よりも利用者の生活支援を重視している  14.4％ 

 ④ 取り組んでも工賃向上が期待できない   3.6％ 

 ⑤ ノウハウがなく取組み方や方法がわからない   2.2％ 

 

 ⑶ 工賃向上を実現する上での課題 

   本県の平均工賃月額別の事業所数の現状を踏まえると、下位層の事業所を中位層に、

さらに中位層の事業所を上位層に引き上げることにより、工賃水準の全体的な底上げを

進める必要がある。 

 

  ① 受注体制の強化 

 [現状] 

  ・ 事業所の職員は、事務所内の業務に対応しなければならないため、営業等の渉外活

動を効率的に展開できていない。 

  ・ より条件のよい仕事を受注したいが、受発注に関する情報が乏しく、同じような仕

事の請負を続けている。 

 [課題] 

  ○ 事業所と企業の橋渡しとなり、事業所の営業活動を補完・代替する仕組みが必要。 

 

  ② 事業所活動に対する理解の促進と協力体制の確立 

 [現状] 

  ・ 同じ市町村内であっても、事業所も企業も互いの活動をあまり認識しておらず、営

業訪問をしたり、受けたりしたことがないケースが多い。 

 [課題] 

  ○ 事業所の活動を企業に知ってもらい、企業と事業所の多様な連携・協力を構築する

仕組みが必要。 

 

  ③ 事業所の製品の魅力アップとブランド化の推進 

 [現状] 

・ 職員個人の能力に依存した商品開発や、口コミでの販路確保が中心の事業所が多い。 

・ 消費者に対する製品の訴求力が弱く、継続購入につながっていない。 

 [課題] 

  ○ 顧客ニーズを的確に把握し、製品のさらなるブラッシュアップ（磨き上げ）が必要。 

  ○ 事業所の製品のブランド化に加え、効果的な広報・販売体制の構築が必要。 

 



- 5 - 

 

  ④ 事業所におけるＰＤＣＡサイクルの確立 

 [現状] 

  ・ 既存事業の費用構造や生産体制等に対する自己分析・評価が十分でない。 

  ・ 事業の改善・見直しを実行しようとしても、行政や関係機関による支援を十分に受

けられていない。 

 [課題] 

  ○ 事業所の生産活動部門においては、企業的手法による経営管理が不可欠。 

  ○ 事業所が作成する工賃向上計画の実効性を確保するため、事業所の置かれた状況に

適した専門的な支援が必要。 

 

  ⑤ 市場ニーズを踏まえた新たな商品・サービスの開発 

 [現状] 

  ・ 生産機械・設備を保有せずに手作業による請負作業が中心となっている事業所が多

い。 

  ・ ビジネスチャンスを求めて新たな分野に進出しようとしても、初期の設備投資が大

きいため容易に決断できない。 

 [課題] 

  ○ 市場調査や顧客アンケート等に基づく的確なニーズの把握が基本。 

  ○ 顧客ニーズに基づく売れる商品づくりやより質の高いサービスの提供など、高付加

価値型の事業構築が必要。 

  ○ 新たな分野に果敢に挑戦する場合など、商品開発、生産機械・設備の導入、販路拡

大等に対する支援の強化が必要。 

 

  ⑥ 販売機会の確保と行政機関等による優先調達 

 [現状] 

  ・ コロナ禍で数多くのイベント等が中止になっているため、イベント等に出店して商

品を販売する機会が激減している。 

  ・ 県では、庁舎内で毎月事業所製品の販売会を開催するとともに、売店の運営事業者

の協力を得て売店内に障がい者が作った商品のコーナーを設けて販売機会の確保に

努めている。 

  ・ さらに、コンビニエンスストアとの連携事業として、店舗駐車場での事業所製品の

販売会“山形ふれあいマルシェ”を開催している。（R3年度…県内 4か所で開催） 

  ・ 県の物品及び役務の調達に当たっては、毎年度「山形県障がい者就労施設等からの

物品等調達方針」を策定して障がい者就労事業所からの優先調達に取り組んでいる。 

 

 [課題] 

  ○ 事業所製品の販売機会を確保するため、民間企業等との連携・協働の取組みの一層

の推進が必要。 

  ○ 県や市町村等が物品及び役務の調達を行うに当たり、事業所が提供可能な品目がわ

かりにくい。 



- 6 - 

 

  （参考）県・市町村等の障がい者就労施設等からの調達実績 

 H28 H29 H30 R1 R2 

山 形 県 
19,901,855 円 

425件 

17,951,437 円 

495件 

20,901,958 円 

511件 

24,528,159 円 

552件 

23,312,884 円 

568件 

市 町 村 
42,444,076 円 

817件 

52,124,116 円 

1,195 件 

50,388,795 円 

1,245 件 

53,968,130 円 

870件 

51,372,995 円 

747件 

地方独立 
行政法人 

1,999,922 円 

45 件 

955,730 円 

47 件 

862,968 円 

51 件 

897,384 円 

55 件 

725,630 円 

26 件 

合 計 
64,345,853 円 

1,287 件 

71,031,283 円 

1,737 件 

72,153,721 円 

1,807 件 

79,393,673 円 

1,477 件 

75,411,509 円 

1,341 件 

 

 

 

 

３ 目標工賃の設定 

 ⑴ 目標工賃の設定の考え方 

 本県の工賃月額が全国平均を大きく下回っている状況を踏まえ、５～６年後を目途と

して全国平均の水準を目指すことを基本とし、令和５年度までに、本県の現行水準と全

国平均との中間の水準である「月額１４,５００円」を目指すこととする。 

 

 ⑵ 県の目標工賃 

   ⑴の考え方に基づき、計画期間の各年度における目標工賃（月額・時間額）について、

次のとおり設定する。 

 

県の年度別目標工賃 

区 分 
実績 目 標 工 賃 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

月 額(円／月) 11,828円 11,691円 12,600円 13,500円 14,500円 

時間額(円／時)※   168円   167円   180円   193円   207円 

 

   ※ 時間額 ＝                         

 

 

 

 

４ 今後の具体的な方策 

 ⑴ 方向性 

   県内の就労継続支援Ｂ型事業所の現状を見ると、工賃向上に取り組もうとする意識は

相当程度高いものの、様々な制約から計画を十分に実行できていない事業所が少なくな

年度中に利用者に支払った工賃支払総額 

 
生産活動に１時間従事した利用者の延べ人数 
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い。そのため、各事業所の特性を十分踏まえながら、そのニーズ・課題に即して的確な

助言等を行う伴走型支援を推進する。 

   また、事業所の活動に対する企業の理解と協力を得ながら、事業所への取引の斡旋・

紹介や事業所製品の魅力アップを進め、売上を伸ばして利用者の工賃向上を実現する。 

 

 ⑵ 県としての主な取組み 

  ① 受注体制の強化 

     共同受注センターによる取引の斡旋・紹介  

    ・ 共同受注センターを設置し、企業訪問等を通して収集した発注情報を逐次事業

所に提供しながら、発注企業と事業所の取引の斡旋・紹介を行う。 

 

  ② 事業所活動に対する理解の促進と協力体制の確立 

     ふれあいパートナーシップ企業の募集  

    ・ 福祉との協働の趣旨に賛同する「ふれあいパートナーシップ企業」を幅広く募

集し、事業所と企業の多様な連携・協力を推進する。 

    ・ 具体的には、取引の開始や拡大をはじめ、例えば、店舗内での障がい者が作っ

た商品の売り場スペースの提供、従業員向け社内販売の実施、事業所の活動に対

する技術的助言や便宜の提供など、ふれあいパートナーシップ企業が各々協力可

能な内容を実行することにより、事業所の売上げ確保に向けた機運醸成を図る。 

 

  ③ 事業所の製品の魅力アップとブランド化の推進 

     障がい者就労事業所製品の魅力アップ  

    ・ 障がい者が作った商品の魅力アップを図るため、事業所による商品開発や既存

製品のブラッシュアップ（磨き上げ）活動を支援するとともに、ブランド化を推

進する。 

    ・ ブランド化に当たっては、高品質・高付加価値を追求する「プレミアム型」と

事業所が幅広く参加できる「ベーシック型」の両面で具体的な検討を進める。ま

た、効果的な広報・販売体制についても併せて検討する。 

 

  ④ 事業所におけるＰＤＣＡサイクルの確立 

     福祉系専門コンサルタントによるスキルアップ研修  

    ・ 福祉系専門コンサルタントによるセミナーを開催し、全国の様々な優良事例や

先駆的事例等の紹介や、企業的な経営管理手法の指導・助言を通して、各事業所

の管理者の意欲喚起と資質向上を図るとともに、個別面談を通して事業所の個別

課題の克服に向けた助言等を行う。 

 

     工賃向上コーディネーターによる課題解決実行支援  

   ・ 工賃向上コーディネーターが事業所を訪問して課題やニーズを聴取し、顧客ニー

ズを踏まえた“売れる商品”づくりなど高付加価値型の事業運営に向けた助言等

を行うとともに、課題解決に向けて公的支援機関や民間企業等の紹介や取次ぎ等の
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サポートを行う。 

 

  ⑤ 市場ニーズを踏まえた新たな商品・サービスの開発 

     商品開発・販路開拓に対する助成  

   ・ 事業所が新商品・サービスの開発、製造設備・機器の整備等を行う場合、当該経

費の一部を助成する。また、事業所が新たな分野に進出したり、新規の取組みを実

行する場合は、補助金の額を嵩上げし力強く支援する。 

 

 

 

 

 

  ⑥ 積極的な情報発信と新たな販路の確保 

     民間企業等と連携した販売機会の提供  

    ・ 庁舎内での定期的な販売会、売店への販売コーナー設置、コンビニエンススト

アとの連携事業について、関係者の協力を得ながら継続して実施する。 

    ・ これに加え、ふれあいパートナーシップ企業との連携による販売機会の拡大に

ついても積極的に取り組む。 

 

     県、市町村等による障がい者就労事業所からの優先調達  

    ・ 障がい者就労施設等が提供可能な物品・役務のリスト作成・提供、障がい者雇

用推進事業主等に対する物品等調達優遇制度、建設工事等の入札参加資格審査に

おける障がい者雇用企業に対する加点措置等を継続して実施する。 

 

〇 山形県障がい福祉施設商品開発・改良支援事業費補助金 

   補助対象経費 改装費、備品購入費、委託料、その他事務経費 

   補 助 率 ２分の１以内（新分野進出の場合は３分の２以内） 

   補助金の上限額 50万円以内（新分野進出の場合は 67 万円以内） 


